
    木材加工用機械作業主任者技能講習会開催のご案木材加工用機械作業主任者技能講習会開催のご案木材加工用機械作業主任者技能講習会開催のご案木材加工用機械作業主任者技能講習会開催のご案内内内内        

 

 

栃基登第５号 栃木労働局長登録教習機関 
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丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取盤及びルーター（携帯用は除く）を５台以上（自動送材車式帯のこ盤が含まれている

場合には３台以上）を有する事業場においては、労働安全衛生法によって、その機械の作業を直接指揮する「木材加工用機械

作業主任者」を選任しなければならないことになっております。 

また、労働安全衛生法第 14 条に基づき事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業では、都道府県労働局

長に登録する者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に作業従事する労働

者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。 

つきましては、栃木労働局長に登録した当協会では労働安全衛生法施行令第６条第６号に定める作業に係る木材加工用機械

作業主任者技能講習会を下記により行うことになりましたので、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．日１．日１．日１．日        時時時時  平成２平成２平成２平成２９９９９年年年年６６６６月月月月９９９９日（日（日（日（金金金金）・）・）・）・１０１０１０１０日（日（日（日（土土土土）））） 

         全日程 受付午前７時５０分（午前８時～午後５時） 

２２２２. . . . 場場場場        所所所所        栃木県木材業協同組合連合会栃木県木材業協同組合連合会栃木県木材業協同組合連合会栃木県木材業協同組合連合会    会議室会議室会議室会議室    

 宇都宮市新里町丁２７７－１ ℡０２８－６５２－３６８７ 

３．３．３．３．受講料等受講料等受講料等受講料等        全科目受講者１０全科目受講者１０全科目受講者１０全科目受講者１０,,,,３６０円３６０円３６０円３６０円     内訳 受講料￥8,200・教材￥2,160（消費税を含む） 

        一部科目免除一部科目免除一部科目免除一部科目免除    ９，３６０円９，３６０円９，３６０円９，３６０円 内訳 受講料￥7,200・教材￥2,160（消費税を含む）免除条件免除条件免除条件免除条件    別紙参照別紙参照別紙参照別紙参照    

４４４４．．．．受講資格受講資格受講資格受講資格  １．木材加工用機械による作業に 3年以上従事した経験を有する者。（事業所の経験証明印を受ける。） 

        ２．その他厚生労働大臣が定める者。 

５．５．５．５．    申込締切申込締切申込締切申込締切  平成２平成２平成２平成２９９９９年年年年５５５５月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（火火火火）定員）定員）定員）定員３０３０３０３０名名名名（締切日前でも定員に達すると受付を締め切りますので、お早めに

お申込み下さい。また、受講定員に満たない場合には中止になることもありますので予めご了承下さい。） 

６．申６．申６．申６．申    込込込込    先先先先  林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部 〒321-2118 宇都宮市新里町丁 277-1 栃木県木協連内 

         ℡０２８－６５２－２１５３ 受講料を添えてお申し込み下さい。 

          〔銀行振込先〕足利銀行本店 普通預金 １７８３５１ 林材業労災防止協会栃木県支部 

７．講習内容７．講習内容７．講習内容７．講習内容  法令に定められた科目（別紙参照） 

８．携８．携８．携８．携    行行行行    品品品品  受講票・筆記用具 

９．そ９．そ９．そ９．そ    のののの    他他他他    

(1) 一度払い込んだ受講料はお返しできませんのでご了承下さい。但しテキスト料金はお返しします。 

(2) 写真(ﾀﾃ 3.0cm×ﾖｺ 2.4cm)1 枚を（裏面に氏名を記入）申込書の指定された場所に糊付けして下さい。 

(3) 受講申込書の経験証明欄に必ず事業主の証明印事業主の証明印事業主の証明印事業主の証明印を受けて下さい。 

(4) 受講申込書の受講者氏名には必ず本人の捺印本人の捺印本人の捺印本人の捺印をして下さい。 

(5)科目免除を申請する方は免除に必要な次の書類を添付して下さい。 

 ・指導員免許証、卒業証書、修了証、合格通知書等のいづれかの写し。 

(6) 講義中の電話は、緊急時以外取次ぎいたしません。 

(7) 2 日目の学科終了後、筆記試験があります。 

(8) 申込用紙が不足したときは、コピーして使用して下さい。 

 

 

 



木材加工用機械作業主任者技能講習時間割木材加工用機械作業主任者技能講習時間割木材加工用機械作業主任者技能講習時間割木材加工用機械作業主任者技能講習時間割    

 

（講習科目の受講の一部免除） 

   第４条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれの同表の下欄に掲げる 

   講習項目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。 

 

 

講  習  科  目 範        囲 講習時間 

作業に係る機械、その安全装 

置等の種類、構造及び機能に 

関する知識 

木材加工用機械、安全装置、搬送機械装置 

及び自動送材装置の種類、構造及び機能 
６ 時 間 

作業に係る機械、その安全装 

置等の保守点検に関する知識 

木材加工用機械、安全装置等の保守点検作業

環境整備 
２ 時 間 

作業の方法に関する知識 治具及び手工具の種類及びその活用方法 

安全作業一般 作業標準 ５ 時 間 

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令 

（昭和 47 年政令第 318 号）及び労働安全衛

生規則中の関係条項 

２ 時 間 

受講の免除を受ける事ができる者 講  習  科  目 

１．第 1 条第 1 号から第 4 号まで及び第６号に掲げる者 

２．職業能力開発促進法第 27 条第 1 項の準則訓練である

普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別

表第 4 の訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築科、

木工科、木型科又は製材科の訓練（旧能開法第 27 条第

1 項の準則訓練である能力再開発訓練として行われた

もの、訓練法第 10 条の準則訓練である能力再開発訓練

として行われたもの及び旧訓練法第 8 条第 1 項の能力

再開発訓練として行われたものを含む。） 

を修了した者 

３．職業能力開発促進法施行令（昭和 44 年政令第 258 号）

別表第１に掲げる検定職種のうち、木工機械調整、木

型製作、木工又は建築大工に係る１級又は 2 級の技能

検定に合格した者 

４．職業能力開発促進法第 28 条第 1 項に規定する職業能

力開発促進法施行規則別表第 11 の免許職種の欄に掲げ

る製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科若しくは

木型科又は平成 5 年改正前の能開法規則別表第 11 の免

許職種の欄に掲げる合板科の職種に係る職業訓練指導

員免許を受けた者 

 

作業に係る機械、その安全装置等の種類、 

構造及び機能に関する知識 

作業に係る機械、その安全装置等の保守 

点検に関する知識 

作業の方法に関する知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林材業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法（昭和

39 年法律第 118 号）第 36 条第１項第１号の規定により 

設定した労働災害防止規程に基づき実施する製材安全士

に関する講習を修了した者 

 

作業に係る機械、その安全装置等の種類、 

構造及び機能に関する知識 

 

 

 




